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ロードマップ及び単元デザインから始める現代社会の授業 

－持続可能な社会の形成に参画する消費者市民としての在り方生き方について主体的に

考察させる授業実践－ 

愛知県立瑞陵高等学校 三輪 英世 

１ 研究の実際 

 (1) 科目の目標 

 学習指導要領の科目目標には，次のように示されている。

人間の尊重と科学的な探究の精神に基づいて，広い視野に立って，現代の社会と人間についての理

解を深めさせ，現代社会の基本的な問題について主体的に考察し公正に判断するとともに自ら人間と

しての在り方生き方について考察する力の基礎を養い,良識ある公民として必要な能力と態度を育てる

 (2) 期待する生徒像，科目を通して身に付けさせたい力等 

科目目標を踏まえて，「期待する生徒像」として，広い視野に立って物事を考えることができる生徒，

生涯にわたって自己の在り方生き方について考えることができる生徒，持続可能な社会の形成に参画し

ようとする意欲をもっている生徒を育てることを考えた。

また，「科目を通して身に付けさせたい力等」として，「課題を考察するための枠組みを理解する力」，

「現実から問題を見出す力」，「異なる立場からものを見る力」，「論理的に説明する力」等を身に付けさ

せたい力と位置付け，その育成を図る段階的・継続的な学習指導の在り方を追究した。 

 (3) ロードマップ   ※資料編参照

 「期待する生徒像」と「科目を通して身に付けさせたい力等」を検討する際，科目現代社会（以下，

現社という）と科目政治・経済（以下，政経という）には科目目標・ねらいに違いがあるとの前提で考

えた。両科目は同じテーマを扱う場合があるが，それぞれのねらいを理解した上で授業を構想すること

が不可欠と考えたからである。 

 現社の学習活動としては，社会の在り方を考察する基盤として，意見が対立する課題や状況をどのよ

うに調整していくのかを捉える枠組みである「幸福，正義，公正」を活用する必要がある。この枠組み

は，学習指導要領解説において「個別に取り上げて理解させるのではなく，現代社会における諸課題を

とらえる枠組みとして相互に関連させて扱うことが大切である」ことが示されており，幸福論・正義論・

公正論とは捉え方が異なる。 

 また，学習指導要領の大項目「（3）共に生きる社会を目指して」には，「持続可能な社会の形成に参

画するという観点から課題を探究する活動を通して，現代社会に対する理解を深めさせるとともに，現

代に生きる人間としての在り方生き方について考察を深めさせる。」とあり，内容(3)については，この

科目のまとめとして位置付け，内容の（1）及び（2）で学習した成果を活用させること。地域や学校，

生徒の実態等に応じて課題を設定し，個人と社会の関係，社会と社会の関係，現役世代と将来世代の関

係のいずれかに着目させること」と内容の取扱いにも示されている。これらを踏まえて，課題探究学習

に取り組ませる要件として，持続可能な社会の形成が求められる現代社会の諸課題について，大項目（1)

及び(2)の学習を通して身に付けた「幸福，正義，公正」の枠組みに基づいて考察する活動があること，

他者と討論し，自分の意見を深める活動があること，持続可能な社会の形成に向けての自分の意見を発

表したり，論述したりする活動があることの三点が必要と考えた。 

 現社の学習活動として，この枠組みを基盤として，現代社会について多様な角度から理解させるとと

もに，自己との関わりに着目させて，現代社会に生きる人間としての在り方生き方を主体的に考察させ
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る活動，持続可能な社会の形成に参画する視点で課題を探究させる活動を設定した。その際には，解が

一つではない現代の課題を扱い，習得した知識を活用したり，他者と協働的に追究したりする活動が思

考力を高めていくために不可欠であろうと考えた。そこで各単元における学習では，「課題を考察する

ための枠組みを理解する力」，「異なる立場からものを見る力」，「分かりやすく表現する力」等の資質能

力を身に付けさせたい力として見出し，単元のねらいとして位置付け，学習指導計画である「ロードマ

ップ」を作成した。 

 (4) 単元デザイン   ※資料編参照

 研究では，「単元デザイン」として大項目「(1)私たちの生きる社会 現代の諸課題 ② 情報」，大項目

「(2)現代社会と人間としての在り方生き方 エ 現代の経済社会と経済活動の在り方 ⑨ 消費者問題」，

大項目「(3)共に生きる社会を目指して 課題探究学習 ③ 現役世代と将来世代の関係」の三つの単元を

抽出した。その理由は，各大項目に一つずつの単元デザインを作成し，それぞれの単元での活動を，「幸

福，正義，公正」の枠組みに基づいて考察させるとともに，自己との関わりに着目させて，現代社会に

生きる人間としての在り方生き方を考察させるものとして構想できているかについて検証するためで

ある。 

２ 研究授業  

－持続可能な社会の形成に参画する消費者市民としての在り方生き方について主体的に考察させる授業実践－

 (1) 単元構想   （＊Ⅲ 資料編 現代社会 単元デザイン２ 参照）

 研究授業は，大項目「(2)現代社会と人間としての在り方生き方 エ 現代の経済社会と経済活動の在

り方 ⑨ 消費者問題」において実施した。「内容の取扱い」には，「契約に関する基本的な考え方につい

て理解させ，契約が複数の意思表示の合致によって成立する法律行為であること，不完全な意思表示に

基づいて行われる場合は契約が無効になったり，これを取り消したりすることができることを理解させ

るとともに，契約により生ずるさまざまな責任についても理解させることが必要である。消費者問題に

ついては，『情報の非対称性』の観点から消費者保護の重要性を扱うだけではなく，消費者基本法や消

費者契約法などを踏まえ，消費者の権利の尊重と消費者の自立支援の観点から指導することに留意する

ことが大切である。」とある。これらを踏まえて，資料を基に消費者市民としての在り方生き方につい

て考察させる単元を構想し，異なる立場からものを見る力と分かりやすく表現する力を育成しようと考

えた。 

① 資料として，愛知県県民生活部県民生活課「－消費生活情報－あいち暮らしっく 2014 年 No.109

若者向け特集号キミの行動が社会を変える」資料４(現代社会９・10 ページ），同「消費生活情報紙 あ

いち暮らしっく 2013 年 No.102－公正で持続可能な未来のために－」資料５（現代社会 11 ページ）を

用いる。 

② 消費者と消費者の利害関係者との関係に注目させ，消費者問題を「幸福，正義，公正」を用いて

考察させることで，異なる立場からものを見る力の育成を目指す。 

 ③ 考察した結果を模造紙とワークシート資料６－下段（現代社会 12 ページ）にまとめさせること

を通して，消費者市民としての在り方生き方についての考えを深めるとともに，分かりやすく表現する

力の育成を目指す。 

 ④ グループによる学習活動の場を設定し，男女混合４人でグループを編成する。 

⑤ 事前の学習活動として予備知識を習得する活動に取り組ませる。事後には授業外活動として，思

考を深め，その内容を分かりやすく表現する活動に取り組ませることで，授業時間内のグループによる
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学習活動の時間を確保する。 

(2) 学習指導案    

１ 教科・科目 公民（現代社会） 

２ 単元名 消費者問題 

３ 単元の目標 消費者問題について考察するとともに，消費者市民としての在り方生き方を考

察し，適切に表現している。（思考・判断・表現） 

４ 単元を貫く問い 【消費者にはどのような力があるのか】 

５ 単元の指導計画（全１時間・本時） 

指導内容・◇本時における核となる問い・主な学習活動 

消費者問題 

 ◇消費者にはどのような力があるのか  

・グループで，消費者問題について，幸福，正義，公正の枠組みを用いて考え，その結果を模造紙

にまとめる。 

・消費者問題と消費者市民としての自己の生き方について，ワークシートにまとめる。 

６ 本時の展開 

学習内容 学習活動（生徒） 指導上の留意点（教員） 
評価場面◎

評価の観点

導
入
５
分

・消費者の利害関係者（ステークホ

ルダー）を考える。 

・前時の復習として，企業の社

会的責任（CSR）を確認する。

・企業の利害関係者を確認さ 

 せる。 

 ・消費者と企業の幸福について考え

る。 

・消費者と企業，それぞれの利

害関係者との関係に注目さ

せる。 

展 

開

40

分

自立した消

費者 

・求められている消費者像と，その

理由を考える。 

・消費者保護基本法の改正に注

目させ，消費者の権利と責任

や法律から，求められている

消費者像を考えさせる。 

 ・両者の幸福をどのように実現に導

くか，考える。 

・消費者と消費者の利害関係者

との関係に，再度注目させた

り，情報の非対称性に注目さ

せたりする。 

 ・消費者問題について，「幸福，正義，

公正」を用いて考え，その結果を

模造紙にまとめる。 

・分かりやすくまとめさせる。

求められている消費者像は何か 

◇消費者にはどのような力があるのか 
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 ・各グループの内容を比較する。 

・自分ができることを考える。 

・類似点と相違点に注目させ

る。 

・消費者市民の視点をはずさな

いことを指摘する。 

ま
と
め
５
分

本 時 の ま

とめ 

・消費者市民としての行動が，持続

可能な社会の形成につながること

を理解する。 

・消費者問題と消費者市民としての

自己の生き方について，ワークシ

ート資料６－下段（12ページ）に

まとめる。 

・「消費生活情報紙 あいち暮ら

しっく 2013年 No.102－公正

で持続可能な未来のために

－」資料５（11ページ）を配

付し，消費者市民社会と消費

者市民についての定義を確

認させる。 

・自分との関わりに着目させ

て，分かりやすくまとめさせ

る。 

◎思考・判

断・表現

７ 評価規準  【思考・判断・表現】 

  消費者問題について，幸福，正義，公正を用いて考察するとともに，消費者市民としての在り方

生き方について考察し，適切に表現している。 

(3) 実践のまとめと考察 

今回の実践では，①事前学習として，予備知識を習得する活動に取り組ませ，②展開として，グルー

プ活動の場を設定して，「幸福，正義，公正」の枠組みを用いて考察・表現する活動を実践した。さら

に③事後学習には，自分の意見をまとめる学びの流れを構想した。 

ア 事前の取組 

愛知県県民生活部県民生活課「－消費生活情報－あいち暮らしっく 2014 年 No.109 若者向け特集号キ

ミの行動が社会を変える」（現代社会９・10ページ資料４）と，ワークシート（現代社会 12 ページ資料

６－上段）を配付し，予備知識の習得に取り組ませた。 

イ 展開の取組 

「消費者にはどのような力があるのか」という「単元を貫く問い」を立て，考察する活動に取り組ま

せた。生徒は，想定した解として「よい企業をつくることができる力」，「企業の活動や経営を改善させ

る力」，「持続可能な社会をつくる力」などを答えることができた。 

次に各自の意見を生かしながら，消費者問題に関して「幸福，正義，公正」の枠組みを用いて考察さ

せるグループ活動に取り組ませた。 

グループでの話し合いの中で，事前学習によって得た予備知識を生かした生徒は，「消費者には権利

と責任があること」（現代社会９ページ資料４－１枚目下段右），「権利をもつ自立した立場としての消

費者が求められている」（現代社会 12 ページ資料６－上段右）という新し

い意見をもった。 

さらに，「求められている消費者像は何か」と発問をした際，消費者の行

動が社会を変えることができる点（現代社会９ページ資料４－１枚目下段

左）に注目した生徒が，他の生徒にこの点を説明する様子が見られた。 
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話し合いの結果を成果物として模造紙にまとめさせた。 

そこには，正義として「企業は正しい情報を送って，消費者は正しい情報を選ぶ。消費者は正しく作

られた商品を選ぶ→買う→企業もうかる」（資料１－ア），「消費者が自立し，自ら行動できる社会，CSR

に配慮して，利益を追求できる社会，世界中の人が幸せになれる社会」（資料１－イ），「消費者が環境

にやさしいものを選んで買う→企業が環境にやさしいものを生産するようになる→公正で持続可能な

社会の形成」（資料１－ウ）等とまとめられた。公正の概念に基づいて考えを整理する段階では，視点

を見いだせず躊躇する様子のグループに対して，情報の非対称性に注目するようにヒントを与えると，

「消費者が意見を言える（アンケートなど）」（資料１－ア），「消費者教育をする」（資料１－イ）等の

考えをまとめた。 

特に，グループの成果物（資料１－ア）についてみると，消費者の幸福として「安く買いたい」「公

害はダメ」，企業の幸福として「利益が欲しい」「信頼されたい」等を考えており，両者の幸福は対立す

る場合があること，正義として「企業は正しい情報を送って，消費者は正しい情報を選ぶ。消費者は正

しく作られた商品を選ぶ→買う→企業もうかる」を考えていることから，両者の幸福を含んだ社会全体

にとって望ましい解決策を考えようとしていること，公正として「話し合う」「消費者が意見を言える

（アンケートなど）」等を考えていることから，両者の立場がともに幾分かは認められるように配慮し

ようとしていることを読み取ることができる。このグループは「幸福，正義，公正」の枠組みを用いて

消費者問題について考えることができたことが分かった。 

【資料１ 生徒による成果物】 

【資料１－ア】         【資料１－イ】        【資料１－ウ】 

他方，公正の概念に基づいて考えを整理する段階で，視点を見いだせず躊躇する様子のグループが現

れた原因を考えると，「よい企業をつくることができる力」，「企業の活動や経営を改善させる力」，「持

続可能な社会をつくる力」を消費者がもっているのならば，どうして更に配慮が必要なのか，と生徒が

疑問を抱き，考察する視点を見失い，混乱した可能性が考えられる。これは，「単元を貫く問い」に対

して，解を予想させたために，消費者は力をもっているのだという先入観を与えた可能性が考えられる。 

現実には消費者は十分な知識や情報をもっておらず，配慮されるべき立場であることを気付かせなけ

ればならなかったにもかかわらず，単元を貫く問いが生徒の思考の視点を妨げた可能性がある。生徒に

より柔軟な考察をさせるためには，「単元を貫く問い」を「消費者にはどのような力があるのか」から

「消費者には何ができるか」とすれば，消費者問題と消費者市民としての在り方生き方に至る考えを導

き出すのに適切な問いとなるのではないかと考える。 

ウ 事後の取組 

授業のまとめで配付した愛知県県民生活部県民生活課「消費生活情報紙 あいち暮らしっく 2013 年
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No.102－公正で持続可能な未来のために－」（現代社会 11 ページ資料５－左）に，消費者市民社会と消

費者市民についての定義が示されている。 

【資料２ 消費者市民社会と消費者市民についての定義】 

消費者市民社会とは「消費者が，公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」（消

費者教育推進法第２条２項）,一人ひとりの消費者が，自分だけでなく周りの人々や，将来生まれ

る人々の状況，内外の社会経済状況や地球環境まで思いをはせて生活し，社会の発展と改善に積極

的に参加する社会を意味します。 

 私たちの日々の“消費”が，他者や社会に与える影響を自覚して行動する，それが消費者市民で

す。 

また，資料５－右（現代社会 11 ページ）では，環境・人・社会に「やさしい商品」の選択事例が示

され，「このような商品やそのしくみを理解し，環境・人・社会への影響について考えることが，『消費

者市民』には求められます。」と記載されている。 

この資料５（現代社会 11 ページ）を読ませ，消費者問題と消費者市民としての自己の生き方をワー

クシート（現代社会 12ページ資料６－下段）にまとめさせた。 

【資料３ 生徒によるワークシートへの記入例】 

【生徒Ａのまとめ】 

「自分の利益を求めるには相手のし

ていることに関心を持ち，理解した上

で主張していくべきだと思う。＜略＞

自分で考えられるような消費者とな

り，自ら動いていこうと思う。そして，

周りにそのような消費者が増えて，公

正で持続可能な社会を作って，よい環

境ですべての人が共存できるように

したい。」 

【生徒Ｂのまとめ】 

「僕はお店や企業に，意見を述べ

ることとクレームをつけること

を同じことだと思っていました。

でも，企業にとって，どちらがよ

いのか，よく考えました。企業に

とっては，意見を述べることがと

ても大切なのだと思いました。」

【生徒Ｃのまとめ】 

「環境を気にして商品を選

んで買うようにする。フェア

トレード商品も積極的に買

う。自分たちの知らないとこ

ろで世界の子ども達が働い

ているのを考えながら。」 

※下線は，指導者による加筆

 この結果について，消費者市民としての視点を通してみると，生徒Ａには消費者の権利と責任を正し

く理解して行動することを重視する姿勢，生徒Ｂには企業に対して積極的に意見を述べることを重視す

る姿勢，生徒Ｃには環境保護や他者・弱者への配慮を重視する姿勢を読み取ることができる。それぞれ

消費者市民としての姿勢を自分の生き方として考えることができたことが分かった。 

しかし，生徒の考察結果である成果物（現代社会５ページ資料１－ア）やワークシートにまとめた内

容をみると，課題を考察するための枠組みを理解する力，異なる立場からものを見る力は身に付けさせ

つつあると思われが，課題を考察することを通して，持続可能な社会の形成に積極的に参画しようとす

る意欲はワークシートの記載内容からは十分に読み取ることはできない。 

３ 成果と課題   

 (1) 研究の成果 

ア 単元を貫く問いについて 

これまでの実践において，現代の解が一つでない課題に対して「単元を貫く問い」を示し思考させる

場を設けてきたが，必ずしも生徒の主体的な活動や思考力等の高まりを促すことは十分にできていない
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と感じている。 

それは，「単元を貫く問い」が単元の内容の本質に関わるものでなかったり，生徒の思考回路に適う

手順を踏ませていないために十分な思考を促すことができていないこと等が考えられる。 

また，単元を構想する際，一つ一つの各単元について，「単元を貫く問い」を立てることを優先して

いたために単元ごとのつながりが十分に検討されていない。このため，単元と単元をつなげて考察させ

るような構想は不十分であることは否めない。中項目におけるねらいをも明確化し，中項目を貫く問い

の設定が必要であったと考える。 

イ 言語活動について 

学習の手だてとして，言語活動に取り組ませる授業を構想した。言語活動として，４月当初よりグル

ープアプローチの手法を取り入れたグループ活動に繰り返し取り組ませた。この手法は，「グループに

はそのグループに所属する個々の児童生徒が自分の問題や課題を見つけ出したり，互いに癒やしたり，

学びあえる力を持つと考えられている。そのグループの力を活用して個人の成長を図ったり，対人関係

を改善したりする構成的グループエンカウンターをはじめとするグループ体験の総称（愛知県総合教育

センター「予防・開発的教育相談の推進に関する研究協議会」平成 15 年）」であり，この手法による学

習効果を期待したからである。活動の際，緊張をほぐし互いに知り合うプログラムから始め,互いを否

定せずさまざまな意見に耳を傾けさせるように指導し，教え合う雰囲気や環境を作り出すことに留意し

た。グループにおける意見を整理したり,考えを深めさせる際には，付箋を用いるＫＪ法やマインドマ

ップを作成させた。こうした活動が，他者と討論し，自分の意見を深めさせる点で有効な手だてと言え

る。 

ウ 振り返りについて 

本実践後，グループの話し合いの過程で気付いたことについて振り返りをさせた。生徒Ａは「みんな

が自分の考えをもっていて，聞いていて楽しかった。前に習った範囲のこととも関係付けられて，復習

にもなった」，生徒Ｂは「みんな，意見が一致していましたが，やはり，行動する消費者がいることで，

企業の改善につながるので，両者はつながっているのだなと思いました」，生徒Ｃは「自分の気付かな

かった考えが出てきて，ためになりました。私は公正がなかなか思いつかなくて全然違うことを書いて

いましたが，グループ学習で気付きました」とまとめている。これらから振り返り活動に取り組ませる

と，既習事項の強化や新しい気付き，内発的動機付けに有効性があると言える。 

エ 科目による科目目標の違いについて 

「期待する生徒像」と「科目を通して身に付けさせたい力等」を検討するなかで，現社と政経におい

て同じテーマを扱うことに改めて気付き，それぞれの科目目標・ねらいを理解した上で授業を構想する

ことが必要ではないかと考えた。 

政経の特色として，現代の政治，経済，国際関係の動向や本質を把握させ，それらに関する客観的な

見方や考え方を深めさせ，現実の諸課題の望ましい解決の在り方について主体的に考察させることを挙

げることができる。政経の学習活動としては，学習指導要領解説において現代社会の諸課題について「持

続可能な社会の形成という視点から望ましい解決の在り方について探究させる」活動を設けることが示

されている。 

 これに対して，現社の特色としては，現代社会の基本的な問題に対する判断力の基礎を養うとともに

それと関連させながら人間としての在り方生き方を考える力を養うことと，生徒の主体的な学習を重視

していること，そして，現代の社会に対する関心を高め意欲をもって考察させることをあげることがで

きる。 
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オ 他教科との関連について 

今回の研究授業の単元のテーマである消費者問題は，教科家庭科においても扱う。科目家庭基礎では

学習指導要領の大項目「(2)生活の自立及び消費と環境 オ ライフスタイルと環境」に,「生活と環境

とのかかわりについて理解させ,持続可能な社会を目指してライフスタイルを工夫し,主体的に行動で

きるようにする。」とある。 

そこで,現社と家庭科との関連を図れば，生徒に多面的な考察をさせる可能性があろう。現社では消

費者問題について「幸福，正義，公正」の枠組みを通して考察する学びを，科目家庭基礎では環境に配

慮したライフスタイルと生涯を見通した生活設計を主体的に考察する学びを構想することができ，両科

目の関連を図れば，消費者市民としての在り方生き方について多面的に考察させることも可能である。 

現社と科目倫理,政経，地理歴史科，家庭科，情報科，保健体育科等他教科との関連を図ることによ

り生徒の学びをいっそう深める可能性と重要性に改めて気付くことができた。 

 (2) 今後の課題 

今後の実践の中で「単元を貫く問い」を吟味し，練り直し続けることが，生徒の主体的な活動や思考

力等の育成に必要である。 

「ロードマップ」自体についても中項目におけるねらいを明確化し，中項目を貫く問いを設定する必

要があるという課題が見えており，柔軟に改善を加えつつ，生徒の思考力等を高めるために各授業を単

元全体，更にはロードマップから捉え，工夫し続けていきたい。 

４ 終わりに

これからの社会においては，主体的に考え，持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会人の育成

がますます求められると考える。このことを踏まえ，生徒が，現代社会の諸課題を主体的に考え，判断

し，自らの生き方を考えることができるように，生徒の思考力等の育成に積極的に取り組んでいきたい。 
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